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草津市地域再生推進協議会開催要綱（抜粋） 

（目的） 

第１条 この要綱は、草津市地域再生推進協議会（以下「協議会」という。）の開催に必要な

事項を定めることにより、草津市版地域再生計画に基づき、地域再生の一層の推進を図るた

め、意見を交換することを目的とする。 

（役割）  

第２条 委員は、次に掲げる事項について、意見交換を行うものとする。 

(1) 郊外部における生活拠点の形成に関する事項 

(2) 郊外部における交通環境の充実に関する事項 

(3) 郊外部における地域資源を生かした事業等に関する事項 

(4) その他協議会において必要と認められる事項 

草津市版地域再生計画（Ｈ３０．１０策定） 

＜市の計画＞ 

＜地域の計画＞ 
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連携・協働 

策定年度   R1        R1        R2       R2         R3          R3 

<
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行
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基本方針：①生活拠点の形成、②交通環境の充実、③地域資源を活かした産業の支援 

 

 

  ＜各学区＞まちづくりプラン（Ｒ１～Ｒ３策定） 〔まちづくり協議会〕 

常盤 山田 志津 笠縫 笠縫東 老上西 

【役割】 

・地域再生の推進のための検討および協議 

 

草津市地域再生推進委員会 

（構成：市職員） 

・地域再生の推進のための意見の交換 

草津市地域再生推進協議会 

（構成：学識、地域他外部委員） 

意見 

意見 


